
議案第６６号 

みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例について 

 みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

令和元年１２月１０日提出 

みやき町長 末 安 伸 之 

提案理由 

 この議案は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選

挙法の一部を改正する法律（令和元年法律第１号）が、令和元年５月１５日

に施行されたこと並びに消防団員の確保等に関する消防庁長官及び次長から

の通知により、みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する必要が生じたため、議会の議決を求めるもので

ある。 



 

みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

条例の一部を改正する条例 

 

 

みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成

17年みやき町条例第 29号）の一部を次のように改正する。 

 

別表中 

 

「 投票所の投票管理者   1回 

12,600 

」を 

 

「 投票所の投票管理者   1回 

12,800 

 

 」に、 

 

 

「 期日前投票所の投票

管理者 

  1回 

11,100 

」を 

 

「 期日前投票所の投票

管理者 

  1回 

11,300 

 

 」に、 

 

 

「 投票所の投票管理者

職務代理者 

  1回 

10,600 

」を 

 

「 投票所の投票管理者

職務代理者 

  1回 

10,800 

 

 」に、 

 

 

「 期日前投票所の投票

管理者職務代理者 

  1回 

9,300 

」を 

 

「 期日前投票所の投票

管理者職務代理者 

  1回 

9,400 

 

 」に、 



 

「 開票管理者   1回 

10,600 

」を 

 

「 開票管理者   1回 

10,800 

 

 」に、 

 

 

「 開票管理者職務代理

者 

  1回 

8,800 

」を 

 

「 開票管理者職務代理

者 

  1回 

8,900 

 

 」に、 

 

 

「 投票所の投票立会人   1回 

10,700 

」を 

 

「 投票所の投票立会人   1回 

10,900 

 

 」に、 

 

 

「 期日前投票所の投票

立会人 

  1回 

9,500 

」を 

 

「 期日前投票所の投票

立会人 

  1回 

9,600 

 

 」に、 

 

 

「 開票立会人   1回 

8,800 

」を 

 

「 開票立会人   1回 

8,900 

 

 」に、 

 

 



「 選挙長 1回 

10,600 

」を 

「 選挙長 1回 

10,800 」に、 

「 選挙長職務代理者 1回 

8,800 

」を 

「 選挙長職務代理者 1回 

8,900 」に、 

「 選挙立会人 1回 

8,800 

」を 

「 選挙立会人 1回 

8,900 」に、 

「 
消防団 団員 7,800 

」を 

「 
消防団 団員 10,000 

 」に改める。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 



みやき町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に係る新旧対照表 

改  正  後 改  正  前 

別表（第２条、第３条関係） 

区分 
報酬 

費用弁償 
年額 月額 日額 

選挙管理
委員会 

委員長 78,700 

委員 73,200 

投票所の投票管理者 １回 
12,800 

期日前投票所の投票
管理者 

１回 
11,300 

投票所の投票管理者
職務代理者 

１回 
10,800 

期日前投票所の投票
管理者職務代理者 

１回 
9,400 

開票管理者 １回 
10,800 

開票管理者職務代理
者 

１回 
8,900 

投票所の投票立会人 １回 
10,900 

期日前投票所の投票
立会人 

１回 
9,600 

開票立会人 １回 
8,900 

選挙長 １回 
10,800 

選挙長職務代理者 １回 
8,900 

選挙立会人 １回 
8,900 

別表（第２条、第３条関係） 

区分 
報酬 

費用弁償 
年額 月額 日額 

選挙管理
委員会 

委員長 78,700 

委員 73,200 

投票所の投票管理者 １回 
12,600 

期日前投票所の投票
管理者 

１回 
11,100 

投票所の投票管理者
職務代理者 

１回 
10,600 

期日前投票所の投票
管理者職務代理者 

１回 
9,300 

開票管理者 １回 
10,600 

開票管理者職務代理
者 

１回 
8,800 

投票所の投票立会人 １回 
10,700 

期日前投票所の投票
立会人 

１回 
9,500 

開票立会人 １回 
8,800 

選挙長 １回 
10,600 

選挙長職務代理者 １回 
8,800 

選挙立会人 １回 
8,800 
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改  正  後 改  正  前 

区分 
報酬 

費用弁償 
年額 月額 日額 

消防団 団員 10,000 

区分 
報酬 

費用弁償 
年額 月額 日額 

消防団 団員 7,800 
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